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(54)【発明の名称】 超音波探触子

(57)【要約】
【課題】  超音波探触子の先端部における、超音波振動
子の揺動動作を小型かつシンプルな構成で行い、安定し
た超音波の送受信を行うことのできる超音波探触子を提
供する。
【解決手段】 体腔内に挿入される振動子ケース２０の
先端部１４の内部には、複数の超音波振動子を含む振動
子ユニット１２が配置される。この振動子ユニット１２
は、連結アーム３６ａ，３６ｂ、当該連結アーム３６
ａ，３６ｂを支持する支持部３８ａ，３８ｂとモータ２
６で回転するシャフト２２で構成される平行進退機構３
４により進退動作する一対のアーム部材３２によって、
揺動軸を回動中心として揺動する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  体腔内に挿入される振動子ケースと、
前記振動子ケース内に設けられ超音波の送受信を行う超
音波振動子と、
一端に作用端を有する一対のアーム部材であって、前記
作用端が前記超音波振動子の両端に対して回転可能に係
合するアーム部材と、
前記アーム部材を平行に進退させ前記超音波振動子を揺
動軸を回動中心として揺動させる振動子ケース内に配置
される平行進退機構と、
を含み、
前記平行進退機構は、
前記一対のアーム部材に両端が回転自在に連結され、前
記一対の作用端の並び方向に対して平行に配置される複
数の連結アームと、
前記各連結アームの中央部を回転自在に支持する支持部
と、
一対のアーム部材に対して進退力を伝達する駆動部と、
を含むことを特徴とする超音波探触子。
【請求項２】  請求項１記載の超音波探触子において、
前記振動子ケースは内部に、前記アーム部材と平行進退
機構を収納する機構収納空間と、前記超音波振動子から
引き出される信号線群を収納する信号線収納空間と、を
区分け形成することを特徴とする超音波探触子。
【請求項３】  請求項１または請求項２記載の超音波探
触子において、
前記各アーム部材の作用端を含む作用軸と前記超音波振
動子の揺動軸とは同一平面上に平行配列されることを特
徴とする超音波探触子。
【請求項４】  体腔内に挿入される振動子ケースと、
前記振動子ケース内に設けられた揺動軸を回動中心とし
て揺動しながら超音波の送受信を行う超音波振動子と、
前記振動子ケースの挿入先端部に形成され、前記揺動軸
上の点を曲率中心とする曲面形状の超音波透過部と、
を含むことを特徴とする超音波探触子。
【請求項５】  請求項１から請求項３のいずれかに記載
に超音波探触子において、
前記振動子ケースの挿入先端部は、前記揺動軸上の点を
曲率中心とする曲面形状の超音波透過部を含むことを特
徴とする超音波探触子。
【請求項６】  請求項４または請求項５記載の超音波探
触子において、
前記超音波振動子は、複数の振動素子で構成され、各振
動素子は前記曲率中心から等距離に配列されていること
を特徴とする超音波探触子。
【請求項７】  請求項１から請求項６のいずれかに記載
の超音波探触子において、
前記超音波振動子から引き出される信号線として、当該
信号線の伸長方向と直交する方向に配置される横糸によ
り編み込み加工し形成された信号線群を用いることを特
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徴とする超音波探触子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波探触子、特
に、体腔内挿入用の小型の超音波探触子の改良に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】従来、超音波振動子を含む超音波送受信
部を被検者の体腔内に挿入して、被検部位の超音波画像
を得る超音波エコーデータを取得する体腔内用超音波探
触子が知られている。図７は従来の体腔内用の超音波探
触子（図７は経膣用探触子）１００の全体構成図であ
る。超音波探触子１００は、細いスティック形状を呈
し、長手方向に体腔内に挿入される。超音波探触子１０
０の先端部１０２の内部に複数の超音波振動子１０４が
コンベックス状に配列され、挿入方向に対して扇状の超
音波走査面１０６を形成し超音波エコーデータの取得を
行っている。取得された超音波エコーデータは超音波探
触子１００が接続される超音波診断装置（不図示）に供
給され、超音波断層画像として画像が合成され、各種診
断に利用される。
【０００３】前記先端部１０２は、当該先端部１０２を
体腔内の所望の位置に導くための挿入部１０８に固定さ
れ、さらに、挿入部１０８は超音波探触子１００を操作
使用するために把持する把持部１１０に接続されてい
る。また、把持部１１０の後端からは超音波振動子１０
４に接続される信号線が、挿入部１０８、把持部１１０
の内部を介して引き出され、ケーブル１１２として超音
波診断装置側に延びている。
【０００４】このような構成の超音波探触子１００を用
いて取得できる超音波画像は、断層画像である。従っ
て、使用者は、一度の挿入操作により一断面しか取得す
ることができず、他の部分で断層画像を取得しようとす
る場合、超音波探触子１００を体腔内で移動（シフトや
回転）を行う必要があり、操作が煩雑に成ったり、超音
波探触子１００の挿入時間の増加等を招き、被検者の負
担を増大する。そのため、超音波探触子１００を体腔内
で移動させることなく複数の超音波断層画像を取得した
いという要望が高まっている。さらに、複数の超音波断
層画像の合成による三次元超音波画像を取得したいとい
う要望も高まっている。
【０００５】上述したような複数の超音波断層画像を取
得する方法としては、図７に示すような複数の超音波振
動子１０４で構成される振動子アレイ１０４ａを紙面鉛
直方向に揺動させることによって、先端部１０２を含む
超音波探触子１００を体腔内で移動させることなく得る
ことができる。また、超音波診断装置側では、取得した
複数の超音波断層画像を振動子アレイ１０４ａの揺動量
に基づいて合成することにより三次元超音波画像を形成
することができる。
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【０００６】図７のような構成の超音波振動子１００の
場合、挿入部１０８や先端部１０２は体腔内に容易に挿
入できるように細径形状を呈している。そのため挿入部
１０８や先端部１０２には、モータ等の揺動駆動源を設
けることができず、把持部１１０等に配置されるモータ
の駆動力を先端部１０２まで導く必要がある。この駆動
力の伝達は、細径の挿入部１０８を挿通可能であり、ま
た、駆動伝達ロスの少ない回転駆動自在なシャフトを用
いることが考えられる。そして、先端部１０２に導かれ
たシャフトの回転駆動力は、複数のギアを用いて運動方
向の変換が行われ、振動子アレイ１０４ａの揺動を行う
ようにするのが一般的である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかし、複数のギアを
用いた運動方向変換機構は、構成上、複雑化や大型化を
招きやすく、細径形状の先端部１０２等への適用は好ま
しくない。特にギアの場合、ギア毎に先端部１０２内部
を上下または左右に貫通しギアを支持する回動軸が必要
になる。また、その回動軸は先端部１０２の中心軸上
（振動子アレイ１０４ａの揺動中心上）に配置する必要
がある。前述したように、振動子アレイ１０４ａは複数
の超音波振動子１０４で構成されているため、超音波振
動子１０４の配列数分の信号線（束ねられて信号線群に
なる）が先端部１０２から挿入部１０８側へ引き出され
る。従来、信号線群はＦＰＣやラミネート加工され一体
化されたケーブルが使用されるが、ＦＰＣやラミネート
加工されたケーブルは柔軟性に欠ける。この時、先端部
１０２内部に複数の回動軸を有する複雑な構造のギア列
（運動方向変換機構）が存在し、かつギアが振動子アレ
イ１０４ａの揺動中心に存在すると、信号線群の引き出
しが困難になる上、損傷（例えば、断線）を招いたり、
振動子アレイ１０４ａが揺動するときに連れ動きする信
号線群の動作を阻害し、結果的に振動子アレイ１０４ａ
の揺動不良を招いたりするという問題がある。その結
果、超音波診断装置に高品質の超音波エコーデータが提
供できないという問題が生じる。さらに、複数のギアを
用いた場合、ギアの噛合音も増大し、超音波探触子１０
０の使用者や被検者に違和感を与えてしまうという問題
もある。
【０００８】さらに、振動子アレイ１０４ａを揺動させ
る場合、先端部１０２の超音波透過部１０２ａと超音波
振動子１０４の位置関係が常時変化するので超音波の屈
折が生じ、超音波の送受信が安定して行えない場合が生
じる。そのため、振動子アレイ１０４ａを揺動させる場
合、屈折が生じないように配慮する必要もある。
【０００９】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、超音波探触子の先端部におけ
る、超音波振動子の揺動動作を小型かつシンプルな構成
で行うと共に、超音波振動子から引き出される信号線群
の配置の容易化や損傷や動作阻害を防止可能で、かつ良
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好な超音波の送受信を行い高品質の超音波エコーデータ
を得ることのできる超音波探触子を提供することにあ
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記のような目的を達成
するために、体腔内に挿入される振動子ケースと、前記
振動子ケース内に設けられ超音波の送受信を行う超音波
振動子と、一端に作用端を有する一対のアーム部材であ
って、前記作用端が前記超音波振動子の両端に対して回
転可能に係合するアーム部材と、前記アーム部材を平行
に進退させ前記超音波振動子を揺動軸を回動中心として
揺動させる振動子ケース内に配置される平行進退機構
と、を含み、前記平行進退機構は、前記一対のアーム部
材に両端が回転自在に連結され、前記一対の作用端の並
び方向に対して平行に配置される複数の連結アームと、
前記各連結アームの中央部を回転自在に支持する支持部
と、一対のアーム部材に対して進退力を伝達する駆動部
と、を含むことを特徴とする。
【００１１】この構成によれば、超音波振動子を揺動す
るアーム部材は超音波振動子の両端に配置され、そのア
ーム部材を進退動作させることにより超音波振動子の揺
動を行うので、振動子ケース内、特に超音波振動子の近
傍をシンプルな構造にしつつ、超音波振動子の揺動をス
ムーズに行うことができる。
【００１２】上記のような目的を達成するために、上記
構成において、前記振動子ケースは内部に、前記アーム
部材と平行進退機構を収納する機構収納空間と、前記超
音波振動子から引き出される信号線群を収納する信号線
収納空間と、を区分け形成することを特徴とする。
【００１３】ここで、前記アーム部材や平行進退機構
は、例えば、平板状部材で構成することが可能であり、
振動子ケース内で偏った配置、例えば振動子ケースの長
手方向の軸を挟んで一方側に集中的に配置することが可
能で、機構収納空間と信号線収納空間とを容易に区分け
形成することができる。その結果、信号線群の配置を十
分な余裕を持って効率的かつ安全に行うことが可能にな
る。
【００１４】上記のような目的を達成するために、上記
構成において、前記各アーム部材の作用端を含む作用軸
と前記超音波振動子の揺動軸とは同一平面上に平行配列
されることを特徴とする。
【００１５】この構成によれば、揺動軸を中心に回動す
る超音波振動子に対して、両端から効率的に揺動作用力
を提供することができるので、超音波振動子の揺動を負
荷なくスムーズに行うことができる。
【００１６】上記のような目的を達成するために、体腔
内に挿入される振動子ケースと、前記振動子ケース内に
設けられた揺動軸を回動中心として回動しながら超音波
の送受信を行う超音波振動子と、前記振動子ケースの挿
入先端部に形成され、前記揺動軸上の点を曲率中心とす
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る曲面形状の超音波透過部と、を含むことを特徴とす
る。
【００１７】また、上記のような目的を達成するため
に、上記振動子ケースと、超音波振動子と、アーム部材
と平行進退機構を含むものにおいて、前記振動子ケース
の挿入先端部は、前記揺動軸上の点を曲率中心とする曲
面形状の超音波透過部を含むことを特徴とする。
【００１８】ここで、超音波透過部は均一な厚みを有し
ているものとする。この構成によれば、超音波振動子が
揺動しても超音波振動子の超音波送受方向が超音波探触
子の表面である超音波透過部と常に直角になるので、超
音波の屈折を排除し安定した超音波の送受信を行うこと
が可能になる。
【００１９】上記のような目的を達成するために、上記
構成において、前記超音波振動子は、複数の振動素子で
構成され、各振動素子は前記曲率中心から等距離に配列
されていることを特徴とする。
【００２０】この構成によれば、各振動素子から超音波
透過部までの距離は、常に一定になり、超音波振動子が
揺動しても屈折のないより安定した超音波の送受波を行
うことができる。
【００２１】上記のような目的を達成するために、上記
構成において、前記超音波振動子から引き出される信号
線は、当該信号線の伸長方向と直交する方向に配置され
る横糸により編み込み加工し形成された信号線群を用い
ることを特徴とする。
【００２２】この構成によれば、信号線群は各信号線の
有する柔軟性を十分に維持することができるので、超音
波振動子が揺動する場合でも、その揺動に対する抵抗に
成らず、超音波振動子の揺動を阻害しない。また、各信
号線はバラバラに成らないので、信号線群の全体的な強
度が増し耐久性が向上する。更に、配線時等の取り扱い
が容易になる。
【００２３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
（以下、実施形態という）を図面に基づき説明する。図
１は、本実施形態の体腔内挿入型（図１は、経膣用）の
超音波探触子１０内部の概略構成を説明する断面図であ
る。超音波探触子１０は、図７に示す従来の体腔内挿入
型の超音波探触子１００と同様に、複数の超音波振動子
が配列されて形成されている振動子アレイ１２ａを含む
振動子ユニット１２を内蔵配置する先端部１４と、当該
先端部１４を体腔内の所望の位置に導くための挿入部１
６、使用者が把持して当該超音波探触子１０の操作を行
う把持部１８とに大別される。なお、本実施形態におい
ては、先端部１４及び挿入部１６等体腔内に挿入される
部分を振動子ケース２０と称するものとする。
【００２４】本実施形態の特徴的事項は、振動子ケース
２０内部（具体的には先端部１４内部）に、超音波振動
子（具体的には振動子ユニット１２）を揺動するアーム
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部材及び当該アーム部材を進退動作させる平行進退機構
を有しているところである。なお、本実施形態の場合、
平行進退機構を挿入部１６内部に配置された回転自在な
シャフト２２をカップリング２４を介してモータ２６で
回転させることにより動作される例を示す。
【００２５】図１において、モータ２６は、例えば、Ｄ
Ｃサーボモータであり、振動子ユニット１２の揺動量を
管理するために回転量検出器等を含んでいる。また、シ
ャフト２２が挿通される挿入部１６の内部には、振動子
ユニット１２の各超音波振動子から引き出される信号線
を束ねた信号線群２８（図１においては、把持部１８内
部のみの図示を行っている）も挿通されるため、シャフ
ト２２と信号線群２８との接触を避けるためシャフト２
２の周囲にはシャフトカバー３０が配置されている。な
お、シャフトカバー３０は信号線群２８の容易な挿通を
可能にするため挿入部１６の軸中心から偏位した位置に
配置されることが好ましい。
【００２６】図２（ａ），（ｂ）には、本実施形態の超
音波探触子１０の先端部１４の内部構造を詳細に説明す
る上面視と側面視の断面図が示されている。前述したよ
うに、先端部１４の内部には、振動子ユニット１２及び
当該振動子ユニット１２を揺動させる一対のアーム部材
３２と平行進退機構３４が配置されている。前記平行進
退機構３４は前記一対のアーム部材３２に両端が回転自
在に連結された連結アーム３６ａ，３６ｂと、前記各連
結アーム３６ａ，３６ｂの中央部を回転自在に支持する
支持部３８ａ，３８ｂと、一対のアーム部材３２に対し
て進退力を伝達する駆動部としてのシャフト２２とを含
んでいる。また、振動子ユニット１２は、例えば、樹脂
ホルダ４０の表面に沿って複数の超音波振動子が配列さ
れた振動子アレイ１２ａが配置されている。この振動子
アレイ１２ａの超音波送受波面側には超音波のフォーカ
ス等を行う音響レンズ４２（超音波送受波面と音響レン
ズ４２の間には、音響整合層が配置されるが図示を省略
している）が配置され、振動子アレイ１２ａの裏面側に
は振動子の背面で音響的にダンピング作用を行わせるバ
ッキング材４４が配置される。この振動子ユニット１２
は、全体として略半球形状を呈するように構成されてい
る。なお、振動子アレイ１２ａの各超音波振動子は図２
（ａ）においては、樹脂ホルダ４０の曲面に沿って紙面
の略表裏方向、図２（ｂ）においては、曲面に沿って略
上下方向に配列されている。
【００２７】図２（ａ）において、振動子ユニット１２
は略半球体形状を呈する樹脂ホルダ４０の略中心に位置
する揺動軸Ａを回動中心として、図２（ａ）中矢印Ｐ方
向に、例えば９０°（図中中央から上下に４５°ずつ）
揺動する。なお、後述するが振動子ユニット１２はアー
ム部材３２に支持されているので、揺動軸Ａは実在して
も仮想的に設けられてもよい。振動子ユニット１２の両
端と前記各アーム部材３２の一端とは相互に回転自在に
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7
係合している。本実施形態の図２（ａ）においては、振
動子ユニット１２の両端に、支持軸４６が形成され、ア
ーム部材３２の一端（本実施形態では作用端と称する）
が当該支持軸４６に回転自在に係合している。従って、
図２（ａ）において、上側のアーム部材３２が矢印Ｍ方
向に移動し、図中下側のアーム部材３２が矢印Ｎ方向に
移動することにより、振動子ユニット１２は揺動軸Ａを
中心に反時計回り方向に回動する。また、逆に上側のア
ーム部材３２が矢印Ｎ方向に移動し、図中下側のアーム
部材３２が矢印Ｍ方向に移動することにより、振動子ユ
ニット１２は揺動軸Ａを中心に時計回り方向に回動す
る。従って、一対のアーム部材３２が互いに平行状態を
維持したまま逆進退することにより振動子ユニット１２
の揺動が可能になる。この時、アーム部材３２の進退力
が作用する作用軸（支持軸４６）と前記振動子ユニット
１２の揺動軸Ａとを同一平面上で、かつ相互に平行にな
るように配列することにより、作用軸において進退力が
最も効率的に作用し、振動子ユニット１２の揺動を負荷
なくスムーズに行うことができる。
【００２８】上述のように、前記アーム部材３２の平行
状態を維持したまま相互に逆進退させるために、本実施
形態は、平行進退機構３４を有している。前述したよう
に、平行進退機構３４は、前記一対のアーム部材３２に
両端が回転自在に連結された連結アーム３６ａ，３６ｂ
を含んでいる。連結アーム３６ａは、中央部の支持部３
８ａを中心に回転自在に支持されている。そして、連結
アーム３６ａは前記シャフト２２の先端に固定された傘
歯車４８と噛合し、シャフト２２の回転駆動力の運動方
向を変換する傘歯車５０が固定されている。従って、図
２（ａ）において、シャフト２２がモータ２６により正
回転（シャフト軸に沿って先端部を前方にして時計回り
方向）すると傘歯車５０は反時計方向に回動し、図３に
示すように、連結アーム３６ａの上側が矢印Ｍ方向に向
かって回動する。同時に、連結アーム３６ａの下側が矢
印Ｎ方向に向かって回動する。その結果、上側のアーム
部材３２が矢印Ｍ方向に、下側のアーム部材３２が矢印
Ｎ方向に移動し、振動子ユニット１２を反時計回り方向
に回動させる。従って、シャフト２２を上述と逆方向に
回転させれば、振動子ユニット１２を時計回り方向に回
動させることができる。このように振動子ユニット１２
を揺動させることにより、振動子アレイ１２ａで形成さ
れる図２（ｂ）に示した超音波走査面５２が図２（ａ）
中矢印Ｐ方向に揺動し、複数の超音波走査面５２を形成
し、超音波の送受波を行うことができる。その結果、超
音波診断装置（不図示）では、複数の超音波走査面５２
と振動子ユニット１２の揺動角度に基づいて、三次元の
超音波画像を形成することができる。なお、振動子ユニ
ット１２の揺動角度はモータ２６の回転量検出器等を用
いて認識する。また、本実施形態においては、１セット
の傘歯車４８，５０のみを使用しているので、動作時の
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噛合音が僅かであり、動作時に使用者や被検者に与える
違和感を低減することができる。
【００２９】一方、連結アーム３６ｂは、２本のアーム
部材３２の平行を維持するために設けている。この連結
アーム３６ｂも中央部が支持部３８ｂで回動自在に支持
され、その両端が２本のアーム部材３２のアーム上の任
意の位置に回転自在に接続されている。そして、連結ア
ーム３６ａ，３６ｂは、前記アーム部材３２の作用端、
すなわち支持軸４６の並び方向に対して平行に配置され
ている。さらに、支持部３８ａ，３８ｂと揺動軸Ａが直
線上に配置されている。このように、アーム部材３２、
連結アーム３６ａ，３６ｂ、支持部３８ａ，３８ｂ、揺
動軸Ａを配置することにより、シャフト２２の回転制御
を行うのみで、正確かつスムーズなアーム部材３２の逆
進退動作及び振動子ユニット１２の揺動動作を行うこと
ができる。
【００３０】このように、本実施形態では、振動子ユニ
ット１２の両端部をアーム部材３２で進退駆動するの
で、振動子ユニット１２の近傍、特に振動子ユニット１
２の中央部を比較的シンプルな構造にすることができ
る。その結果、振動子ユニット１２の略中央から引き出
される信号線群２８の配置を余裕をもって行うことが可
能になる。
【００３１】周知のように、振動子アレイ１２ａは複数
の超音波振動子を配列して構成しているため、図４に示
すように、その配列数に応じた大量の信号線２８ａが信
号線群２８として引き出される。この信号線群２８は、
振動子ユニット１２の揺動と共に連れ動きするため、あ
る程度自由に動けるようにたるみを持たせて、かつ極力
他部品と干渉しないように配置する必要がある。本実施
形態において、図２（ａ），（ｂ）から明らかなよう
に、アーム部材３２、連結アーム３６ａ，３６ｂ等は、
平板形状の部材で形成することができる。そのため、図
２（ｂ）に示すように、先端部１４の内部において、ア
ーム部材３２、連結アーム３６ａ，３６ｂ等を偏った配
置、例えば先端部１４の長手方向軸を挟んで下側に集中
的に配置することができる。すなわち、振動子ユニット
１２を揺動させるための機構部品を収納する機構収納空
間と信号線群２８を収納する信号線収納空間とを容易に
区分け形成することができる。その結果、信号線群２８
を他部品と干渉しないように、かつスムーズに振動子ユ
ニット１２の揺動に追従して動けるように配置すること
ができる。また、超音波探触子１０の組み立て時の信号
線群２８の配置を効率的かつ機構部材と干渉しないよう
に安全に行うことが可能になる。
【００３２】また、図５に示すように、本実施形態にお
いて、信号線群２８を構成する各信号線２８ａは、伸長
方向Ｑと直交する方向に配置された複数の横糸５４によ
って編み込み加工されることにより束ねられている。こ
の横糸５４は、柔軟かつ所定の強度を有し、変質等を起
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9
こさない材質であれば任意であり、例えばナイロン等が
使用可能である。このように、複数の信号線２８ａを横
糸５４で編み込むことにより信号線２８ａの柔軟性を維
持したまま、信号線２８ａがバラバラになることを容易
に防止できる。なお、横糸５４による編み込みの密度
は、信号線群２８の形状が維持できれば十分であり、編
み込みピッチ（図５は信号線２８ａを１本おきに編み込
んでいる）や横糸５４の間隔は任意である。編み込みを
疎にすれば信号線群２８の柔軟性をより向上することが
できるし、密にすれば、信号線群２８全体のまとまりを
向上させ、さらに強度を向上することができる。
【００３３】ところで、本実施形態のように、先端部１
４の内部で振動子アレイ１２ａを揺動させる場合、先端
部１４に設けられた超音波透過部（音響膜）１４ａ（図
２（ａ）参照）と振動子アレイ１２ａとの相対的な位置
関係が常に変化する。相対的な位置が変化する場合、振
動子アレイ１２ａが固定、すなわち超音波透過部１４ａ
と振動子アレイ１２ａとの相対的な位置関係が常に一定
の場合に比べ超音波の送受条件が変化するので超音波の
屈折が生じやすい。そこで、本実施形態においては、図
６に示すように、先端部１４の先端に形成される超音波
透過部１４ａが超音波ユニット１２の揺動軸Ａ上の点を
曲率中心とする曲面形状に成るように構成している。す
なわち、超音波透過部１４ａの内面１４ａ1の曲率中心
及び超音波透過部１４ａの外面１４ａ2の曲率中心がい
ずれも揺動軸Ａ上の点に一致するように構成されてい
る。その結果、振動子ユニット１２が揺動して、いずれ
の位置で超音波の送受信を行おうとも常に超音波は、超
音波透過部１４ａに対して略垂直に入射し、超音波の屈
折が低減する。その結果、良好な超音波信号の送受信を
行うことが可能になり、超音波診断装置側で形成される
超音波画像の品質を向上することができる。なお、振動
子ユニット１２上に超音波振動子を配列する場合にも、
その配列を前記超音波透過部１４ａを形成する時と同じ
曲率中心で定義される曲面上に配列、すなわち、曲率中
心から等距離の曲面上に配列することにより、振超音波
振動子と超音波透過部１４ａとの相対的な位置関係は、
全ての部分で一致するようになり、さらに、超音波の入
射の垂直性を向上し、超音波の屈折を排除し、安定した
超音波信号の送受信を行うことが可能になる。その結
果、超音波診断装置側において、更に高品質の超音波画
像を形成することが可能になる。
【００３４】なお、本実施形態においては、経膣用や経
直腸用等のように超音波探触子１０の挿入方向正面に対
して超音波の送受信を行う構造を例に取り説明したが、
アーム部材３２と振動子ユニット１２の接続方向を変化
させれば、挿入方向と異なる方向で超音波の送受信を行
う超音波探触子、例えば経食道用等にも本実施形態と同
様な構造が適用可能であり、同様の効果を得ることがで
きる。また、本実施形態においては、連結アームを２本*
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*用いる例を示しているが、複数であればよく、本数が多
い方が安定したアーム部材の平行進退を行うことが可能
になる。
【００３５】
【発明の効果】本発明によれば、アーム部材が超音波振
動子の両端に配置され、そのアーム部材を進退動作させ
ることにより超音波振動子の揺動を行うので、振動子ケ
ース内、特に超音波振動子の近傍をシンプルな構造にし
つつ、超音波振動子の揺動をスムーズに行うことができ
る。
【００３６】また、超音波振動子の表面である超音波透
過部を超音波振動子の揺動軸上の点を曲率中心とした曲
面に沿って形成することにより、超音波振動子が揺動し
ても超音波振動子の超音波送受方向が超音波透過部と常
に直角にすることができるので、超音波の屈折を排除し
安定した超音波の送受信を行うことが可能になり、高品
質の超音波画像を合成する超音波エコーデータを得るこ
とができる。
【００３７】さらに、前記超音波振動子から引き出され
る信号線をその伸長方向と直交する方向に配置される横
糸により編み込み加工することにより、超音波振動子が
揺動する場合でも、信号線群の柔軟性を維持することが
可能になる。その結果、信号線群が超音波振動子の揺動
に対する抵抗に成らず、超音波振動子の揺動を阻害しな
いので、安定した超音波の送受信を行うことが可能にな
り、高品質の超音波画像を合成する超音波エコーデータ
を得ることができる。また、各信号線はバラバラに成ら
ないので、全体的な強度が増し耐久性が向上する。更
に、配線時等の取り扱いが容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施形態に係る超音波探触子の全体
構造を説明する概略的な説明図である。
【図２】  本発明の実施形態に係る超音波探触子の先端
部の詳細構成を説明する説明図である。
【図３】  本発明の実施形態に係る超音波探触子の揺動
動作を説明する説明図である。
【図４】  本発明の実施形態に係る超音波探触子の振動
子ユニットから引き出される信号線群を説明する説明図
である。
【図５】  本発明の実施形態に係る超音波探触子の振動
子ユニットの編み込み加工された信号線群を説明する説
明図である。
【図６】  本発明の実施形態に係る超音波探触子の振動
子ユニットと超音波透過部との関係を説明する説明図で
ある。
【図７】  従来の体腔内挿入型の超音波探触子の構成を
説明する説明図である。
【符号の説明】
１０  超音波探触子、１２  振動子ユニット、１４  先
端部、１６  挿入部、１８  把持部、２０  振動子ケー
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ス、２２  シャフト、２４  カップリング、２６  モー
タ、２８  信号線群、３０  シャフトカバー、３２  ア*
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*ーム部材、３４平行進退機構、３６ａ，３６ｂ  連結ア
ーム。

【図１】

【図２】 【図３】

【図４】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种超声波探头，其能够通过以小型且简单的结构在
超声波探头的尖端部分执行超声波振动器的摆动操作来稳定地发送和接
收超声波。 解决方案：包括多个超声换能器的换能器单元12布置在插入
体腔的换能器外壳20的尖端部分14的内部。 振动器单元12包括通过平行
的进退机构34向前和向后运动的一对臂，该平行进/退机构包括连接臂
36a，36b，支撑连接臂36a，36b的支撑部分38a，38b以及通过电动机
26旋转的轴22。 构件32绕摆动轴摆动。
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